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事業名 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

趣旨・目的 人口減少、高齢化が進み活力が低下している農山漁村において、定住や都市住民

による二地域居住、都市との地域間交流を促すことにより、農山漁村を活性化する。

事業内容 １．定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に

関する事業

基盤整備、生産機械施設、処理加工・集出荷貯蔵施設、新規就業者技術習得管

理施設、等

２．定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整

備に関する事業

簡易給排水施設、防災安全施設、等

３．農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に

関する事業

地域資源活用総合交流促進施設、農林漁業体験施設、自然環境等活用交流学習

施設、宿泊体験活動受入拠点施設、農村のみち整備、等

４．その他農林水産省令で定める事業

遊休農地解消支援、地域資源活用起業支援施設、地域資源循環活用施設、

地域住民活動支援促進施設、新規需要米生産製造連携支援

５．１から４の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業または

事務

創意工夫発揮事業（地域が提案する事業）、農山漁村活性化施設整備附帯事

業（いわゆるハード内ソフト）

実施主体 都道府県、市町村、土地改良区、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、

ＮＰＯ法人、農林漁業者等の組織する団体等

補助率 定額（１／２等）

事業実施期間 平成１９年度～

特記事項 当制度は、地方自治体が地域の自主性と創意工夫により、定住者や滞在者の増加

などを通じた農山漁村の活性化を図る計画を作成し、その実現に必要な施設整備を

中心とした総合的取組を交付金により支援するもの。

それぞれの事業については、実施できる地域や規模などに条件がある場合有り。

問合せ先 中国四国農政局 農村計画部 農村振興課 地域連携指導係 （内２５３２）

TEL：０８６－２２４－４５１１（代）
FAX：０８６－２２７－６６５９
HPアドレス http://www.maff.go.jp/chushi/


